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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液状油脂を７５～９５質量％、レシチンを０．０１～１質量％、構成脂肪酸の６８～８
７質量％がステアリン酸、及び１１～３０質量％がパルミチン酸であるグリセリンモノ脂
肪酸エステルを０．４～７質量％、並びにプロピレングリコール脂肪酸エステルを３～１
５質量％含有するバウムクーヘン用油脂組成物（ただし、油中水型乳化組成物を除く）。
【請求項２】
　前記プロピレングリコール脂肪酸エステルの構成脂肪酸がステアリン酸を含有する、請
求項１に記載のバウムクーヘン用油脂組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のバウムクーヘン用油脂組成物を含有するバウムクーヘン生地。
【請求項４】
　請求項３に記載のバウムクーヘン生地が焼成された状態にあるバウムクーヘン。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーキ用油脂組成物および該ケーキ用油脂組成物が配合されたケーキに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
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　スイーツに代表されるケーキは特に嗜好性が高く、常に風味や食感の優れたものが求め
られ、それに応じて種々の研究開発がなされてきた。特に近年は従来の風味・食感に加え
て、しっとりとした食感（以下、しとり感という。）が強く感じられるケーキが求められ
てきている。
【０００３】
小麦粉、糖類、卵、油脂、食塩、ベーキングパウダー、水、乳成分、およびその他の呈味
成分を混合した生地を焼成して得られる各種ケーキは、その製造方法も様々であるが、中
でもバウムクーヘンは、他のケーキの製造方法とは大きく異なり、焼成品を焼成前の生地
に浸して再び焼成するという工程を繰り返し行うことで製造される。このような製造工程
から、バウムクーヘンの生地は、他のケーキよりも高温にさらされる時間が長くなり、結
果として生地の状態が悪くなり、得られるバウムクーヘンの品質も悪くなるため、従来の
バウムクーヘンは、食感がパサついたものが多く、食感を満足させることがより困難であ
った。
【０００４】
バウムクーヘンの食感を改善させる方法としては、酵素分解された大豆蛋白質を生地に含
有させる方法（特許文献１）、パーム分別油のエステル交換油とパームステアリンとを含
有する可塑性油脂組成物を生地に含有させる方法（特許文献２）などが挙げられるが、い
ずれの従来技術も、しとり感が強く感じられるバウムクーヘンを提供することは困難であ
った。
【０００５】
　一方、ケーキの大量生産においては、その製造方法として、小麦粉と他の原材料を一緒
にミキシングするオールインミックス法が用いられるが、作業時間を短縮し、生産性を向
上させるために、生地の起泡性が高く、ミキシングを開始してから完了するまでの時間が
より短いものが望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６－３１９４３４号公報
【特許文献２】特開２００７－１３５４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明は、食した時にしとり感が良好なケーキを得ることができ、且つ焼成前
の生地に優れた起泡性を与えるケーキ用油脂組成物、および該ケーキ用油脂組成物が配合
されたケーキを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、液状油脂、構成脂肪酸中
に特定の脂肪酸を含有するグリセリンモノ脂肪酸エステル、およびプロピレングリコール
脂肪酸エステルを含有するケーキ用油脂組成物が上記課題を解決できることを見出し、本
発明を完成するに至った。具体的には、本発明は以下のようなものを提供する。
【０００９】
　（１）液状油脂、構成脂肪酸の６０質量％以上がステアリン酸であるグリセリンモノ脂
肪酸エステル、およびプロピレングリコール脂肪酸エステルを含有する油脂組成物であり
、該油脂組成物中における前記グリセリンモノ脂肪酸エステルの含量が０．４～７質量％
、および前記プロピレングリコール脂肪酸エステルの含量が３～１５質量％であることを
特徴とするケーキ用油脂組成物、
　（２）前記油脂組成物は、レシチンを０．０１～１質量％含有することを特徴とする前
記（１）に記載のケーキ用油脂組成物、
　（３）前記グリセリンモノ脂肪酸エステルは、構成脂肪酸の０～４０質量％がパルミチ
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ン酸であることを特徴とする前記（１）又は（２）に記載のケーキ用油脂組成物、
　（４）前記（１）～（３）のいずれか１つに記載のケーキ用油脂組成物が配合されたこ
とを特徴とするケーキ、
　（５）前記ケーキがバタースポンジ又はバターケーキであることを特徴とする前記（４
）に記載のケーキ、
　（６）前記ケーキがバウムクーヘンであることを特徴とする前記（４）に記載のケーキ
、
　（７）液状油脂、構成脂肪酸の６０質量％以上がステアリン酸であるグリセリンモノ脂
肪酸エステル、およびプロピレングリコール脂肪酸エステルを含有する油脂組成物であり
、該油脂組成物中における前記グリセリンモノ脂肪酸エステルの含量が０．４～７質量％
、および前記プロピレングリコール脂肪酸エステルの含量が３～１５質量％であることを
特徴とするケーキ用油脂組成物を原料として配合し、水以外の全ての原料をミキシングし
、ミキシング停止後に加水して調整した生地を焼成して製造することを特徴とするバウム
クーヘンの製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のケーキ用油脂組成物を使用することで、食した時にしとり感が良好なケーキを
提供することができる。また、本発明のケーキ用油脂組成物を使用することで、焼成前の
生地に優れた起泡性を与えて、ミキシング時間を短縮させ、ケーキの生産性を向上させる
ことができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明のケーキ用油脂組成物について詳しく説明する。本発明のケーキ用油脂組
成物は、液状油脂、構成脂肪酸中に特定の脂肪酸を含有するグリセリンモノ脂肪酸エステ
ル、およびプロピレングリコール脂肪酸エステルを含有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に使用する液状油脂は、常温（２５℃）で液状の油脂である。本発明の液状油脂
としては、特に限定されないが、菜種油、オリーブ油、米油、ゴマ油、綿実油、落花生油
、トウモロコシ油、大豆油、ヒマワリ油、紅花油、パーム分別油（パームオレイン等）、
中鎖脂肪酸油、魚油等の各種動植物性油脂が挙げられる。また、常温（２５℃）で液状で
あれば、前記液状油脂の複数混合油、エステル交換油、水素添加油等も使用できる。
【００１３】
　本発明に使用する液状油脂は、本発明のケーキ用油脂組成物中に、好ましくは７５～９
５質量％、より好ましくは８５～９５質量％、最も好ましくは８０～９５質量％含有する
。油脂組成物中に占める液状油脂の含有量が上記の範囲であると、本発明の効果を奏しや
すい。
【００１４】
　本発明に使用するグリセリンモノ脂肪酸エステルは、グリセリン１分子と脂肪酸１分子
とがエステル結合したものである。本発明のグリセリンモノ脂肪酸エステルは、市販のグ
リセリンモノ脂肪酸エステルを用いてもよいし、従来公知の方法により製造したグリセリ
ンモノ脂肪酸エステルを用いてもよい。グリセリンモノ脂肪酸エステルの製造方法は、特
に限定されるものではなく、例えば、グリセリンと脂肪酸とのエステル化やグリセリンと
油脂とのエステル交換といった従来公知の方法が挙げられる。以下に、グリセリンモノ脂
肪酸エステルの製造方法の一例を示すが、これに限定されるものではない。まず、グリセ
リンと、脂肪酸とを、適当な比率で反応容器に仕込み、触媒として水酸化ナトリウム溶液
を添加する。次いで、窒素気流下で、２００℃以上の温度に加熱し、１～３時間程度反応
させた後、さらに内温を２５０℃以上とし、３～５時間反応させる。その後、常温まで冷
却し、常法により精製し、グリセリンモノ脂肪酸エステルを得ることができる。
【００１５】
　本発明に使用するグリセリンモノ脂肪酸エステルは、構成脂肪酸の６０質量％以上がス
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テアリン酸であるグリセリンモノ脂肪酸エステルであり、該ステアリン酸をグリセリンモ
ノ脂肪酸エステルの構成脂肪酸中に、好ましくは６０～９５質量％、より好ましくは６５
～９５質量％、最も好ましくは６５～８５質量％含有する。また、構成脂肪酸が上記の範
囲を満たすものであれば、２種以上のグリセリンモノ脂肪酸エステルの混合物を用いても
よい。構成脂肪酸中のステアリン酸の含有量が上記の範囲であると、本発明の効果を奏し
やすい。
【００１６】
　また、本発明に使用するグリセリンモノ脂肪酸エステルは、パルミチン酸を構成脂肪酸
中に、好ましくは０～４０質量％、より好ましくは５～４０質量％、最も好ましくは１５
～３５質量％含有する。構成脂肪酸中のパルミチン酸の含有量が上記の範囲であると、本
発明の効果を奏しやすい。
【００１７】
　本発明に使用するグリセリンモノ脂肪酸エステルの構成脂肪酸含量は、ＡＯＣＳ法（Ｃ
ｅｌｆ－９６）に準じてガスクロマトグラフィー法にて測定することができる。
【００１８】
　本発明に使用するグリセリンモノ脂肪酸エステルの市販品としては、エマルジーＭＨ（
理研ビタミン社製）、エマルジーＭＳ（理研ビタミン社製）、ポエムＶ－１００（理研ビ
タミン社製）等を使用することができる。
【００１９】
　本発明に使用するグリセリンモノ脂肪酸エステルは、本発明のケーキ用油脂組成物中に
、０．４～７質量％含有し、好ましくは０．４～６．５質量％、より好ましくは０．５～
６．０質量％、最も好ましくは０．５～５．５質量％含有する。グリセリンモノ脂肪酸エ
ステルの含有量が上記の範囲であると、本発明の効果を奏しやすい。
【００２０】
　本発明に使用するプロピレングリコール脂肪酸エステルは、構成する脂肪酸は特に限定
されないが、ステアリン酸、パルミチン酸、ベヘン酸が好ましい。複数種の脂肪酸エステ
ルの混合物でもよい。エステル体は、モノエステル、ジエステルのどちらでもよく、これ
らの混合物でもよい。市販品としては、リケマールＰＳ－１００（理研ビタミン社製）、
リケマールＰＢ－１００（理研ビタミン社製）等を使用することができる。
【００２１】
　本発明に使用するプロピレングリコール脂肪酸エステルは、本発明のケーキ用油脂組成
物中に、３～１５質量％含有し、好ましくは４～１４質量％、より好ましくは４．５～１
３質量％、最も好ましくは５～１２質量％含有する。プロピレングリコール脂肪酸エステ
ルの含有量が上記の範囲であると、本発明の効果を奏しやすい。
【００２２】
　さらに、本発明のケーキ用油脂組成物は、レシチンを含有することができる。ここで、
レシチンは、特に限定されるものではなく、例えば、卵黄、乳等の動物由来のレシチン、
大豆、菜種、小麦、米、コーン、綿実、紅花、アマニ、ゴマ、ひまわり種子等の植物由来
のレシチン、これらの分画レシチン、水素添加レシチン等が挙げられ、これらの１種又は
２種以上を組み合わせて用いてもよい。市販品としては、レシチンＤＸ（日清オイリオグ
ループ社製）、大豆レシチン（和光純薬社製）、サンレシチンＡ（太陽化学社製）等を使
用することができる。
【００２３】
　本発明に使用するレシチンは、本発明のケーキ用油脂組成物中に、好ましくは０．０１
～１質量％、より好ましくは０．０５～０．８質量％、最も好ましくは０．０８～０．７
質量％含有する。レシチンの含有量が上記の範囲であると、本発明の効果を奏しやすい。
【００２４】
　また、本発明のケーキ用油脂組成物は、必要に応じて、本発明の効果を損なわない範囲
で、ポリグリセリン脂肪酸エステル等の上記以外の乳化剤、増粘安定剤、着色料、酸化防
止剤等を配合することができる。
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【００２５】
　本発明のケーキ用油脂組成物の製造法は、その製造条件が制限されるものではないが、
例えば、液状油脂、グリセリンモノ脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステ
ル、およびその他の原料を、加熱条件下で融解混合し、均質化した後、撹拌冷却すること
で製造することができる。前記冷却条件は徐冷却より急冷却の方が好ましく、具体的な冷
却条件は、好ましくは－０．５℃／分以上、更に好ましくは－５℃／分以上である。冷却
する機械としては、密閉型連続式チューブ冷却器、例えば、ボテーター、コンビネーター
、パーフェクター等のマーガリン製造機やプレート式熱交換器等が挙げられ、また、開放
型のダイアクーラーとコンプレクターとの組合せが挙げられる。
【００２６】
　本発明のケーキ用油脂組成物は、油脂を多く配合する（生地中の油分が１５～２５質量
％程度）バタースポンジやバターケーキに好適に用いることができる。バタースポンジと
しては、マフィンケーキ、バターカステラ、バウムクーヘン等、バターケーキとしては、
パウンドケーキ、フェイナンシェ、マドレーヌ等が挙げられるが、本発明のケーキ用油脂
組成物は、特に他のケーキよりも生地が高温にさらされる時間の長いバウムクーヘンに好
適に用いることができる。
【００２７】
　本発明のケーキ用油脂組成物は、ケーキ生地中に、好ましくは２～２５質量％、より好
ましくは３．５～２２．５質量％、最も好ましくは５～２０質量％配合される。
【００２８】
　本発明のケーキ用油脂組成物を使用してケーキを作る際には、使用する油脂の一部又は
全部を本発明のケーキ用油脂組成物に代替する事が出来る。また本発明のケーキの製造方
法は製造時に本発明のケーキ用油脂組成物を配合する以外は公知の製造方法を用いること
が出来る。
【００２９】
　また、本発明のケーキ用油脂組成物を使用してバウムクーヘンを作る際には、公知の製
造方法を用いることも出来るが、水以外の全ての原料をミキシングし、ミキシング停止後
に加水して生地を調整し、焼成してバウムクーヘンを製造することで、よりしとり感の優
れたバウムクーヘンを製造することができる。
【実施例】
【００３０】
　以下、実施例によって本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によっ
て限定されるものではない。
【００３１】
〔グリセリンモノ脂肪酸エステルの構成脂肪酸の分析〕
　下記の市販品のグリセリンモノ脂肪酸エステル（Ａ～Ｄ）について、構成脂肪酸の含量
をキャピラリーガスクロマトグラフィー（ＨＰ６８９０型ガスクロマトグラフィー（日本
ヒューレットパッカード（株）製））を用いて、ＡＯＣＳ法（Ｃｅ１ｆ－９６）に準拠し
て測定した。
◆グリセリンモノ脂肪酸エステル－Ａ
　　商品名：エマルジーＭＨ（理研ビタミン（株）社製）
　　構成脂肪酸含量（質量％）：パルミチン酸　１１，ステアリン酸　８７，その他の脂
肪酸　２
◆グリセリンモノ脂肪酸エステル－Ｂ
　　商品名：ポエムＶ－１００（理研ビタミン（株）社製）
　　構成脂肪酸含量（質量％）：パルミチン酸　３０，ステアリン酸　６８，その他の脂
肪酸　２
◆グリセリンモノ脂肪酸エステル－Ｃ
　　商品名：エマルジーＰ－１００（理研ビタミン（株）社製）
　　構成脂肪酸含量（質量％）：パルミチン酸　４４，ステアリン酸　５３，その他の脂
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◆グリセリンモノ脂肪酸エステル－Ｄ
　　商品名：ポエムＢ－１００（理研ビタミン（株）社製）
　　構成脂肪酸含量（質量％）：ステアリン酸　１９，ベヘン酸　７８，その他の脂肪酸
　３
　また、上記グリセリンモノ脂肪酸エステル－ＢおよびＣの等量混合物を調製し、構成脂
肪酸含量を分析したところ、パルミチン酸　３８，ステアリン酸　６０，その他の脂肪酸
　２　であった。
【００３２】
〔ケーキ用油脂組成物の製造〕
　表１および２に示した配合で以下の方法により製造した。菜種油（商品名：日清菜種サ
ラダ油、日清オイリオグループ（株）製）にグリセリンモノ脂肪酸エステル、プロピレン
グリコール脂肪酸エステル（商品名：リケマールＰＳ－１００、理研ビタミン（株）製）
、およびレシチン（商品名：レシチンＤＸ、日清オイリオグループ（株）製）を溶解させ
て、掻き取り式熱交換器（９５℃、５～１５秒間）にて殺菌し、その後、掻き取り式熱交
換器（コンビネーター）にて急冷練り合わせを行い、最終製品温度を１５～２０℃に調整
することで、製造例１～８の油脂組成物を得た。なお、表１中、製造例１～５の油脂組成
物が本発明におけるケーキ用油脂組成物に相当する。
【００３３】
【表１】

【００３４】
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【表２】

【００３５】
〔バウムクーヘンの製造－１〕
　製造例１～８のケーキ用油脂組成物を用いて、表３に示した配合で、以下の方法により
実施例１～５のバウムクーヘンおよび比較例１～３のバウムクーヘンを製造した。
【００３６】
〔バウムクーヘンの製造方法－１〕
　本発明の油脂組成物、砂糖、薄力粉、コーンスターチ、糖アルコール、ベーキングパウ
ダー、サラダ油を混ぜ合わせ、さらに全卵を加えて均一に混合した。混合はミキサーを用
い、比重０．６前後になるまで中速でミキシングした。比重０．６前後になった後、ミキ
シングを停止し、最後に水を混合することで、バウムクーヘンの生地を調製した。次に、
得られた各生地を湯煎で生地温度が３０℃になるように調整した後、生地９０ｇをオーブ
ンにて、焼成温度、上火２１０℃、下火１５０℃で焼成した。生地の焼成を７回繰り返し
、７層に焼き上げることで、実施例１～５のバウムクーヘンおよび比較例１～３のバウム
クーヘンを製造した。
【００３７】
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【表３】

【００３８】
〔バウムクーヘンの評価〕
　実施例１～５のバウムクーヘンおよび比較例１～３のバウムクーヘンについて、生地調
製の作業性、および食感（しとり感）を下記の方法で評価した。評価結果を表４に示す。
【００３９】
〔生地調製の作業性〕
　生地の調製時において、水を加える前の生地が比重０．６に達成するまでのミキシング
所要時間を測定し、以下の基準で評価した。ミキシング所要時間が短いほど、生地調製の
作業性がよく、作業効率が優れており、生産性が向上していると言える。
＜生地調製の作業性の評価基準＞
　◎：ミキシング所要時間１分以上５分未満
　○：ミキシング所要時間５分以上８分未満
　△：ミキシング所要時間８分以上１０分未満
　×：ミキシング所要時間１０分以上
【００４０】
〔バウムクーヘンの食感（しとり感）〕
　５名のパネルが焼成後のバウムクーヘンを食べて、食べたときの食感を以下の基準で評
点をつけた。各パネルの評点の平均点を算出し、以下の基準で評価した。
＜食感の評点＞
　４点：極めてしとり感がある
　３点：しとり感がある
　２点：やや乾いた食感である
　１点：乾いた食感である
＜食感の評価基準＞
　◎：評点の平均点が４点
　○：評点の平均点が３点以上４点未満
　△：評点の平均点が２点以上３点未満
　×：評点の平均点が２点未満
【００４１】
〔総合評価〕
　生地調製の作業性、および食感（しとり感）の評価結果をもとに、以下の基準で本発明
の油脂組成物を総合評価した。
＜総合評価基準＞
　◎：全ての評価項目が○以上
　○：全ての評価項目が×を含まず、且つ△が１つ
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　×：評価項目のいずれかが×、または、△が２つ
【００４２】
【表４】

【００４３】
〔バウムクーヘンの製造－２〕
　製造例３の油脂組成物を用いて、表３に示した配合で、以下の方法により実施例６のバ
ウムクーヘンを製造した。
【００４４】
〔バウムクーヘンの製造方法－２〕
　水を含む全ての原料をミキサーでミキシングを行うこと以外は、上記の“バウムクーヘ
ンの製造方法－１”と同様の方法でバウムクーヘンを製造した。
【００４５】
〔バウムクーヘンの評価〕
　実施例６のバウムクーヘンについて、上記の実施例１～５および比較例１～３のバウム
クーヘンの評価方法と同様に評価した。評価結果を表５に示す。
【００４６】

【表５】

【００４７】
　製造例３のケーキ用油脂組成物を使用し、水を含む全ての原料をミキシングして生地を
調製し、焼成した実施例６は、実施例３と比べると、若干しとり感が劣るものであった。
よって、本発明のケーキ用油脂組成物を含有するバウムクーヘンは、水以外の全ての原料
をミキシングし、ミキシング終了後、最後に加水して生地を調製し、焼成することで、よ
りしとり感の優れたバウムクーヘンを製造することができる。
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